
寒河江市農業委員会訓令第１号 

 

寒河江市農業委員会規程の一部を改正する訓令をここに公布する。 

 

 

令和８年 ３月２５日 

 

 

寒河江市農業委員会 会長 木村 三紀 

 

寒河江市農業委員会規程の一部を改正する訓令 

 

寒河江市農業委員会規程（昭和３４年農業委員会訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１７条第２号中クを削り、ケをクとし、コをケとし、サをコとし、シを削り、

スをサとし、セをシとする。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


